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生 企 第 4 5 号

令 和 ７ 年 ４ 月 3 0 日

各 所 属 長 殿

生 活 安 全 部 長

迷惑電話撃退装置運用要綱の改正について

迷惑電話撃退装置については 「迷惑電話撃退装置運用要綱の制定について （令、 」

和４年12月13日付生企第225号。以下「旧通達」という ）に基づき、運用している。

ところであるが、この度、同運用要綱の一部を見直したので、効果的かつ適正な運

用に努められたい。

なお、旧通達は廃止する。

担当：生 活 安 全 企 画 課

犯 罪 抑 止 対 策 係



迷惑電話撃退装置運用要綱

第１ 目的

この要綱は、特殊詐欺等の被害に遭うおそれのある高齢者世帯等に、おおむ

（ 、「 」 。）ね６か月間を期間として無償で迷惑電話撃退装置 以下 電話装置 という

を貸与・設置し、県民の被害防止の意識付けを促し、同装置の普及促進を図る

ことを目的とする。

第２ 設置対象世帯

青森県内に居住し、次のいずれかに該当する世帯

１ 満65歳以上の者のみで構成される世帯

２ その他、特に貸与が必要と認められる世帯（過去に特殊詐欺等の被害に遭っ

た世帯や押収名簿搭載者の世帯、不審電話に悩んでいる世帯等をいう ）。

第３ 設置期間

おおむね６か月

第４ 管理番号

電話装置に管理番号を付して生活安全企画課において一元管理する。

各警察署への配分については、別途連絡する。

第５ 設置要領

１ 審査

利用希望者がいる場合には、別紙１「迷惑電話撃退装置貸出書 （以下 「貸」 、

出書」という ）の利用者情報について確認の上、利用者の居住地を管轄する。

警察署の生活安全係において、設置対象世帯に該当するか否かを審査する。

２ 電話装置の設置

設置対象世帯に該当する場合には、貸出書に利用者情報を記載し、警察署の

生活安全係が電話装置の設置を行う。

また、設置に際して、利用者から貸出書の太枠内に署名をもらうこと。

３ 貸出書の保管等

電話装置の設置日及び設置した電話装置の管理番号を貸出書に記載し、貸出

書の写しを生活安全企画課に送付の上、原本を薄冊に編綴、保管すること。



第６ 設置期間終了後の対応

１ 電話装置の回収

設置期間は、設置日を初日としておおむね６か月間としており、設置期間満

了後おおむね２週間以内に電話装置を回収することとし、期間満了後も電話装

置が放置されることのないよう留意すること。

２ 電話装置の「撃退率」の確認

電話装置には、警告音を聞いて電話を切断した件数及び割合を「撃退率」と

して表示する機能を有しているものもある。

撃退した件数が全て不審電話とは限らないものの、警告音により電話を切断

するという結果を数字によって確認することにより、電話装置の効果をより実

感でき、回収後に自主的に電話装置を購入するなどの防犯対策を講じることが

期待できるため 「撃退率」表示機能を有する電話装置の回収時には、利用者、

に「撃退率」を確認させること。

３ アンケートの実施

設置期間満了時には、別紙２「迷惑電話撃退装置アンケート」の回答を利用

者に依頼し、回答用紙の写しを速やかに生活安全企画課に送付の上、原本を薄

冊に編綴、保管すること。

なお、アンケートは、電話装置の設置日からおおむね３か月が経過してから

おおむね６か月経過するまでの間に実施することができるものとする。期間満

了前に電話装置の撤去を希望した利用者に対しては、電話装置撤去時にアンケ

ートを実施すること。

４ 初期化によるデータの削除

電話装置回収時には、設定を初期化し、電話装置内に設置世帯に関する音声

データ等が残っていないことを設置世帯者に確認させること。

第７ 設置期間の延長

利用者が設置期間の延長を希望した場合は、警察署における電話装置の貸出

し状況等を勘案の上、さらに３か月間期間を延長して設置することができるも

のとする。

設置期間満了日前に利用者に対して、設置期間を延長するか否か意向を確認

、 、 。し 設置期間の延長を希望した場合には 貸出書に延長申請日を記載すること

第８ その他留意事項

１ 関係書類の保存

警察署の生活安全係において備え付ける簿冊名、編綴する書類及び保存期間



については、次のとおりとする。

簿冊名 編綴する書類 保存期間

別紙１「迷惑電話撃退装置貸出書」
犯罪抑止対策関係 １年

別紙２「迷惑電話撃退装置アンケート」

２ 利用希望者への適切な対応

電話装置の貸出し事業について広報することから、地域住民から電話装置に

関する問い合わせがあった場合には、適切に対応すること。

３ 故障時の対応

設置中の電話装置の故障を認知した場合は、速やかに予備の電話装置と交換

の上、交換設置日及び設置した電話装置の管理番号を貸出書に記載すること。

また、故障した電話装置を生活安全企画課に送付するとともに、交換設置日

及び設置した電話装置の管理番号を生活安全企画課に報告すること。

４ 不足時の対応

警察署に配分さられた電話装置の数に不足が生じた場合は、生活安全企画課

や他署配分の電話装置で対応することから、生活安全企画課に報告すること。

附則

この要綱は、令和５年１月１日から施行する。

附則

この要綱は、令和７年４月30日から施行する。



別紙１

迷惑電話撃退装置貸出書

【利用者情報】

住所

電話ふりがな

男 ・ 女氏名 性別

Ｔ・Ｓ 年 月 日生（ 歳）生年月日

１ 一人暮らし高齢者世帯☐

２ 高齢者のみ世帯世帯状況 ☐

３ 日中高齢者のみとなる世帯☐

４ その他（ ）☐

氏 名 年 齢利用者との続柄

世帯構成

１ 特殊詐欺や悪質商法等の被害を受けたことがある。☐

２ 特殊詐欺や悪徳商法等と思われる電話がかかってくる。申請理由 ☐

３ もしも被害に遭ったらと考えると不安になる。☐

４ その他☐

迷惑電話撃退装置を借用します。

年 月 日

利用者名

設置日 交換設置日 設置期間延長申請

１ 延長申請日 年 月 日

２ 延長申請日 年 月 日
管理番号 管理番号

設置担当者

課名 氏名

生 01 02 １年
(      年３月末まで保管)



別紙１

迷惑電話撃退装置貸出書

【利用者情報】

住所

電話ふりがな

男 ・ 女氏名 性別

Ｔ・Ｓ 年 月 日生（ 歳）生年月日

１ 一人暮らし高齢者世帯☐

２ 高齢者のみ世帯世帯状況 ☐

３ 日中高齢者のみとなる世帯☐

４ その他（ ）☐

氏 名 年 齢利用者との続柄

世帯構成

１ 特殊詐欺や悪質商法等の被害を受けたことがある。☐

２ 特殊詐欺や悪徳商法等と思われる電話がかかってくる。申請理由 ☐

３ もしも被害に遭ったらと考えると不安になる。☐

４ その他☐

迷惑電話撃退装置を借用します。

年 月 日

利用者名

設置日 交換設置日 設置期間延長申請

１ 延長申請日 年 月 日

２ 延長申請日 年 月 日
管理番号 管理番号

設置担当者

課名 氏名

生 01 02 １年
(      年３月末まで保管)



別紙２

迷惑電話撃退装置アンケート
アンケート実施担当者

課名 氏名

利用者 回収（回答）日管理番号（回収時）

年 月 日

着信数 切断数 撃退率
撃退率

%件 件

アンケートにご協力をお願いします （質問１～７）。

最も近いと思うものに✔をつけてください。

訪問した警察官の代書でもかまいません。

１ 電話装置を使いたいと思ったきっかけを教えてください。

□ 特殊詐欺等の被害に遭ったため

□ 不審電話を受けたため

□ 県警ＨＰを見たため

□ テレビ等のマスメディアで見知ったため

□ ＳＮＳで見知ったため

□ 警察官に勧められたため

□ 家族・知人・友人に勧められたため

□ 上記以外（ ）

２ 電話装置設置後、詐欺と思われる迷惑電話等はかかってき

ましたか。

□ かかってこなかった

□ かかってきた

□ 分からない・覚えていない

生 01 02 １年
(      年３月末まで保管)



３ 電話装置設置後、特殊詐欺等の被害に対する不安感は軽減

されましたか。

□ 軽減された

□ 軽減されない

□ 不安が増した

４ 今後も電話装置を設置したいと思いますか。

→質問５・７へ□ 有料でも設置したい

→質問５・７へ□ 無料なら設置したい

→質問６・７へ□ 設置したくない

「 」 「 」５ ４で 有料でも設置したい または 無料なら設置したい

と回答された方に質問です。

設置したい理由として近いものを選んでください （複数。

回答可）

□ 不審電話等が減ったから

□ 不安が解消されたから

□ 家族等が安心しているから

□ 詐欺等被害防止に効果があると思うから

６ ４で「設置したくない」と回答された方に質問です。

設置したくない理由として近いものを選んでください 複。（

数回答可）

□ 会話が録音されるのが嫌だから

□ 知人等に対しても警告音が流れるから

□ 今後はだまされないと思うから

□ 詐欺等被害防止に効果がないと思うから



７ 今後、特殊詐欺等の防犯対策にどのように取り組もうと思

いますか （複数回答可）。

□ 防犯機能付き電話機を購入する

□ ナンバーディスプレイサービスに加入する

□ 常時、留守番電話設定にする

□ 固定電話を廃止する

□ もうだまされないと思う

□ 被害防止のため犯罪の手口を覚えるようにする

□ これまでと変わらない（防犯上の取組はしない）

アンケートへのご協力ありがとうございました。


